
情
報
わ
い
ど

情
報
ペ
ー
ジ

催
し 

＆ 

施
設
ガ
イ
ド

各
種
相
談

保
健
の
ペ
ー
ジ

教
育
の
ペ
ー
ジ・き
ゃ
ん
ぱ
す
だ
よ
り

情
報
ペ
ー
ジ

催
し 

＆ 

施
設
ガ
イ
ド

各
種
相
談

情
報
わ
い
ど

保
健
の
ペ
ー
ジ

教
育
の
ペ
ー
ジ・き
ゃ
ん
ぱ
す
だ
よ
り

情
報
わ
い
ど

分
割
は
厚
生
年
金
の
み

　

男
女
の
雇
用
格
差
な
ど
を
背
景

に
し
て
、
夫
婦
の
年
金
額
に
大
き

な
開
き
が
あ
り
ま
す
が
、
平
成
19

年
４
月
か
ら
、
離
婚
し
た
と
き
に
、

厚
生
年
金
の
保
険
料
納
付
記
録（
加

入
記
録
）
を
夫
婦
で
分
割
す
る
仕

組
み
が
設
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
な

お
、
こ
の
離
婚
時
の
分
割
に
は
、

平
成
19
年
４
月
か
ら
実
施
さ
れ
た

「
離
婚
時
の
厚
生
年
金
の
分
割
」と
、

平
成
20
年
４
月
か
ら
実
施
さ
れ
た

「
第
三
号
期
間
の
離
婚
時
の
厚
生
年

金
の
分
割
」
の
２
種
類
が
あ
り
ま

す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　

た
だ
し
、
分
割
さ
れ
る
年
金
は

厚
生
年
金
の
み
で
、
国
民
年
金
は

分
割
さ
れ
な
い
こ
と
に
留
意
し
て

く
だ
さ
い
。

離
婚
時
の
厚
生
年
金
の
分
割

　

厚
生
年
金
の
加
入
期
間
が
あ
る

夫
婦
が
離
婚
し
た
場
合
、
婚
姻
期

間
中
の
厚
生
年
金
の
加
入
記
録
の

多
い
人
か
ら
少
な
い
人
へ
、
そ
の

加
入
記
録
を
分
割
で
き
る
制
度
で

す
。

　

分
割
の
上
限
は
、
両
者
の
婚
姻

期
間
中
の
加
入
記
録
の
合
計
額
の

半
分
ま
で
と
さ
れ
ま
す
。
例
え
ば
、

夫
の
加
入
記
録
が
合
計
額
の
70
％
、

妻
の
加
入
記
録
が
同
じ
く
30
％
の

場
合
、
70
％
か
ら
50
％
を
差
し
引

い
た
20
％
を
上
限
に
し
て
夫
か
ら

妻
に
分
割
さ
れ
ま
す
。

　

分
割
割
合
は
両
者
で
協
議
し
て

決
め
、
原
則
、
離
婚
後
２
年
以
内

に
厚
生
労
働
大
臣
（
年
金
事
務
所
）

に
請
求
し
ま
す
。
協
議
が
ま
と
ま

ら
な
い
と
き
は
、
一
方
の
求
め
に

よ
っ
て
裁
判
所
が
分
割
割
合
を
定

め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

こ
の
場
合
、
当
事
者
は
、
厚
生

労
働
大
臣
に
対
し
て
、
必
要
な
情

報
の
提
供
を
請
求
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。
ま
た
、
厚
生
労
働
大
臣

は
、
裁
判
所
な
ど
に
対
し
て
、
必

要
な
資
料
を
提
供
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

第
三
号
期
間
の
離
婚
時
の
厚

生
年
金
の
分
割

　

厚
生
年
金
の
加
入
者
（
こ
こ
で

は
夫
と
仮
定
し
ま
す
）
と
そ
の
被

扶
養
配
偶
者
で
あ
る
国
民
年
金
の

第
三
号
被
保
険
者
（
こ
こ
で
は
妻

と
仮
定
し
ま
す
）
の
期
間
が
あ
る

夫
婦
が
離
婚
し
た
場
合
、
平
成
20

年
４
月
以
後
の
妻
が
第
三
号
被
保

険
者
で
あ
っ
た
期
間
に
つ
い
て
、

夫
の
厚
生
年
金
の
加
入
記
録
の
２

分
の
１
の
額
を
、
妻
に
分
割
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

こ
の
結
果
、
妻
に
は
、
こ
の
分

割
を
受
け
た
期
間
に
つ
い
て
、
新

た
に
厚
生
年
金
の
「
み
な
し
加
入

期
間
」
が
発
生
す
る
こ
と
に
な
り

ま
す
。

　

な
お
、
前
項
の
「
離
婚
時
の
厚

生
年
金
の
分
割
」
で
は
、
当
事
者

の
合
意
ま
た
は
裁
判
所
の
決
定
が

必
要
で
す
が
、
本
項
の
「
第
三
号

分
割
」
で
は
、
第
三
号
被
保
険
者

だ
っ
た
人
の
厚
生
労
働
大
臣
へ
の

請
求
だ
け
で
分
割
が
行
わ
れ
ま
す
。

　

ま
た
、
前
項
の
「
離
婚
時
の
厚

生
年
金
の
分
割
」
を
請
求
し
た
際

に
、
本
項
の
「
第
三
号
分
割
」
の

対
象
期
間
も
あ
れ
ば
、同
時
に
「
第

三
号
分
割
」
も
行
わ
れ
る
こ
と
に

な
り
ま
す
。

　

な
お
、
離
婚
時
の
厚
生
年
金
の

分
割
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
年
金

事
務
所
ま
た
は
、
ね
ん
き
ん
ダ
イ

ヤ
ル
へ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

▼
問
合
せ

加
古
川
年
金
事
務
所

☎
０
７
９
（
４
２
７
）
４
７
４
３

ね
ん
き
ん
ダ
イ
ヤ
ル

☎
０
５
７
０
（
０
５
）
１
１
６
５

（
一
般
の
固
定
電
話
の
場
合
、
接

続
先
に
か
か
わ
ら
ず
、
市
内
通
話

料
金
の
み
で
利
用
で
き
ま
す
）

※
Ｉ
Ｐ
電
話
・
Ｐ
Ｈ
Ｓ
か
ら
の
ね

ん
き
ん
ダ
イ
ヤ
ル
の
番
号

☎
０
３
（
６
７
０
０
）
１
１
６
５

（
通
話
料
金
は
全
額
利
用
者
負
担
で

す
）

※
年
金
の
こ
と
、
も
っ
と
詳
し
く

知
り
た
い
方
は
、
日
本
年
金
機
構

の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
も
ご
利
用
く
だ

さ
い
。

http://w
w
w
.nenkin.go.jp/

　

国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
証

が
、
12
月
１
日
か
ら
新
し
い
被
保

険
者
証
（
一
般
…
藤
色
、
退
職
者

…
う
す
水
色
）
に
な
り
、
現
在
お

持
ち
の
被
保
険
者
証
は
使
え
な
く

な
り
ま
す
。
新
し
い
被
保
険
者
証

は
、
11
月
中
旬
に
加
入
世
帯
に
郵

送
し
ま
す
。

　

古
い
被
保
険
者
証
は
、
悪
用
防

止
の
た
め
、
保
険
年
金
グ
ル
ー
プ

の
窓
口
あ
る
い
は
コ
ミ
セ
ン
ま
で

返
還
し
て
い
た
だ
く
か
、
細
か
く

裁
断
す
る
な
ど
し
て
、
各
自
で
処

分
し
て
く
だ
さ
い
。

※
通
知
書
が
届
い
た
方
に
つ
い
て

は
、
更
新
の
手
続
が
必
要
で
す
。

　

現
在
町
で
は
公
共
下
水
道
の
見

直
し
を
進
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
す

が
、
こ
の
見
直
し
に
お
け
る
町
素

案
の
閲
覧
及
び
説
明
会
を
次
の
通

り
行
い
ま
す
。

　

な
お
、
今
回
見
直
し
を
す
る
区

域
及
び
内
容
な
ど
は
図
の
通
り
で

す
。

▼
閲
覧
期
間

11
月
2
日
㈫
～
15
日
㈪

（
土
・
日
曜
日
・
祝
日
を
除
く
）

午
前
8
時
30
分
～
午
後
5
時
15
分

▼
説
明
会

11
月
12
日
㈮　

午
後
７
時

役
場
第
２
庁
舎
３
階
会
議
室
１

▼
閲
覧
場
所
・
問
合
せ

下
水
道
グ
ル
ー
プ

☎
０
７
９
（
４
３
５
）
２
３
７
３

下
水
道
へ
の
接
続
依
頼
に
つ

い
て

　

下
水
道
法
で
は
接
続
可
能
と

な
っ
た
地
域
の
お
宅
に
つ
い
て
、

く
み
取
り
便
所
の
場
合
は
３
年
以

内
、
浄
化
槽
の
場
合
は
す
み
や
か

に
下
水
道
へ
接
続
し
て
い
た
だ
く

義
務
が
課
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。
接

続
さ
れ
て
い
な
い
方
は
下
水
道
の

主
旨
を
ご
理
解
い
た
だ
き
工
事
の

実
施
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

ま
た
、
接
続
工
事
に
伴
う
融
資

あ
っ
せ
ん
の
制
度
な
ど
に
つ
き
ま

し
て
は
下
水
道
グ
ル
ー
プ
ま
で
ご

相
談
く
だ
さ
い
。

ご
注
意
！
「
点
検
商
法
」

　
「
役
場
の
方
か
ら
来
た
」
と
か
た

り
、
ご
家
庭
を
訪
問
し
て
水
道
管

や
下
水
道
管
を
点
検
・
清
掃
す
る

業
者
が
増
え
て
い
ま
す
。

　
「
無
償
で
点
検
し
ま
す
」
と
言
っ

て
点
検
し
、
わ
ず
か
な
不
良
箇
所

を
見
つ
け
て
強
引
に
修
理
を
迫
る

と
い
う
手
口
で
多
額
の
料
金
を
請

求
す
る
ト
ラ
ブ
ル
が
各
地
で
発
生

し
て
い
ま
す
。
町
で
は
業
者
に
そ

の
よ
う
な
指
示
を
出
し
て
い
ま
せ

ん
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

▼
問
合
せ　

下
水
道
グ
ル
ー
プ

☎
０
７
９
（
４
３
５
）
２
３
７
３

12
月
１
日
か
ら

国
民
健
康
保
険
被

保
険
者
証
が
新
し

く
な
り
ま
す

▼
問
合
せ　

保
険
年
金
グ
ル
ー
プ

☎
０
７
９
（
４
３
５
）
２
５
８
１

 
厚
生
年
金

離
婚
し
た
と
き
の
夫
婦
間
の
厚
生
年
金
の
分
割
に
つ
い
て

▼
問
合
せ　

加
古
川
年
金
事
務
所　

☎
０
７
９
（
４
２
７
）
４
７
４
３

都
市
計
画
に
関
す
る
素
案
の
閲
覧
及
び
説
明
会
の
開
催

▼
問
合
せ　

下
水
道
グ
ル
ー
プ　

☎
０
７
９
（
４
３
５
）
２
３
７
３

▲スイスイくん

8
広報はりま 22.11

9
広報はりま 22.11


